
令和８年度
肝付町水道事業

　

水質検査計画

水質検査計画とは

水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の
水質管理において中核をなすものです。そのため、水質検査計画を策定し情報提供を行うこ
とにより、現在利用されている水道水の状況をより深く理解していただくものであります。
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肝付町水道課では、各施設の水源（原水）及び水道水（浄水）の状況を踏まえ、水質検査
計画を策定し、水道水が安全で良質であることをさらにご理解いただけるよう公表するこ
とといたしました。



１

　

基本方針

（１）水質管理の基本方針

　

肝付町では、原水（水源から直接探った、消毒等の処理をする前の水）の水質が比較的
良好なことから、現在のところ水道水の水質としては特に問題は生じておりません。

　

しかし、生活環境等の変化から水質に影響を及ぼすことも考えられます。よって水道水
の水質基準適合判定や原水の水質把握のために行う定期検査に加え、リスクレベルに沿
った指標菌検査及びクリプトスポリジウム・ジアルジアの検査を実施し、徹底した管理を
図るものとします。

　

地域住民の利用者に、より一層安全で安定した水道水が供給できるよう万全を期する
ことを基本方針とします。

（２）水質検査の基本方針

　

肝付町では、水道水の安全性・安定性を確保することを第一に考え、次の方針で水質検
査を実施します。

　

ａ） 検査地点

　　

過去、同一地点で採水を行っていることから、今後も同一地点での探水を継続するも

　

のとし、水質の変動を長期的視野で監視します。

ｂ）検査項目

　　

給水栓からの水道水（浄水）については、すべての配水系統で水質基準項目の検査を

　

実施します。

　　

原水については、水質基準項目に加え、指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア

　

の検査を実施します。

　

ｃ）検査頻度

　　

給水栓からの水道水（浄水）については、毎日の検査（色、濁り、残留塩素濃度）を

　

はじめ、所定の項目の検査を毎月、監視が必要な項目の検査を年３回、全項目の検査を

　

年１回実施します。

２



２

　

水道事業の概要

浄水場施設概要

　

本町には、 上水道１１箇所があります。

　

※ 別表３－各配水池系統別施設概要

事業区分 肝付町水道事業

配水池名
瀬戸宇治配水池

　

（低区）
城山配水池

　

（東部）
鳥越配水池
（高区）

富山配水池
波見配水池
（休止中）

水尻配水池 特金配水池 上北配水池

浄水場名 水尻浄水場

建設年度 昭和４０年～平成ｌｏ年 昭和４７年～平成ｔ２年 平成１１年 昭和３６年～平成１２年

水源種類 被圧地下水 被圧地下水 被圧地下水 表流水

　　

被圧地下水１被圧地下水

計画給水人口 １４６３０人

最大給水量／日

　　　　　　　　　　　　

５，６０ｏｍ
ｉ

主要給水地域
大字新富・前田・波見
宮下・後田・野崎
（一部地域を除く）

　

後田
（一部地区を除

　

◇
大字富山一円 大字北方、南方 大字北方、南方 大字北方、南方

浄水処理方式 塩素消毒のみ 塩素消毒のみ 急速ろ過 塩素消毒のみ 塩素消毒のみ

事業区分 肝付町水道事業

配水池名
浜配水池
（休止中）

船間配水池 岸良配水池 小串配水池

浄水場名 浜浄水場
（休止中）

船間浄水場 小串浄水場

建設年度 平成７年 ～平成２８年 平成１０年

水源種類 表流水

　　　　

表流水 表流水 表流水

計画給水人口 １４６３０人

最大給水量／日 ５，６００ｍ
’

主要給水地域 大字岸良・浜・船間 大字北方

浄水処理方式 急速ろ過・塩素消毒のみ 急速ろ過

３

　

水道の原水及び水道水の状況

　

水道の原水の状況として、原水の汚染要因及び水質管理上注目しなければならない項
目を示しました。
◎ 原水の汚染要因

　　　

地下水（高山地区、富山地区、侍金地区、上北地区、岸良地区）のため土壌汚染によ

　　

る地下水汚染

　　

※高山地区：高区地区（鳥越配水池）、低区地区（瀬戸宇治配水池）、東部・波見地区

　　

（城山配水池）

　　

表流水（水尻地区、船間地区、小串地区）のため降雨時における濁水発生
◎ 水質管理上注目すべき項目

　　　

濁度、 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、 クリプトスポリジウム・ジアルジア

◎ 対策

　　　

定期における水質検査及び濁度計による常時監視



４

　

検査（給水栓採水）地点

（１）浄水場

　

取水した原水が、浄水処理により水質基準に適合しているか検査を実施します。これは、
配水系統ごとに１ヶ所以上とします。

【浄水採水地点】

高

　

山

　

地

　

区

瀬戸宇治配水池（低区）

城山配水池

鳥越配水池（高区）

富山配水池

肝付町宮下７７３（川南）

月刊寸町波見１５９５－１先（浦町）

肝付町後田５４５７－１（谷山迫）

肝付町宮下１３９８－１（川北）

川南中央霊園

東高臨海前消火栓

谷山迫霊園

川北下霊園

内

　

之

　

浦

　

地

　

区

小串配水池

水尻配水池

上北配水池

特金配水池

船間配水池

岸良配水池

肝付町北方９０００‐１０３

肝付町南方１５５６－４

月干付町北方９２５‐１

肝付町南方１９１５－２

肝付町岸良１３０２‐２５（船間）

肝付町岸良１１６５－２（浜）

小串公民館

津代中継酉改ｋ池

上北地区研修センター

特金高区方錆設場内

個人宅

個人宅

４



（２）水源

　

浄水処理過程での指標となるため、定期的な検査を実施し状況の確認を行います。

【原水採水地点】

高

　

山

　

地

　

区

瀬戸宇治配水池（低区） 第１水源地

瀬戸宇治配水池（低区） 第５水源地

瀬戸宇治配水池（低区） 第３水源地

瀬戸宇治配水池（低区） 第４水源地

城山配水池 第８水源地

鳥越配水池（高区） 第７水源地

富山水源地

肝付町前田字寒水山５２

月刊寸町前田字寒水山７９‐２

月千付町前田字寒水山８５－２

肝付町後田字馬渡１５２０－３

月刊寸町新富字高宗寺牧字５９１４－１

月千付町後田字小牧４６００－１

月刊寸町富山字上辻４９５－２

内

　

之

　

浦

　

地

　

区

小串水源地

水尻水源地

上北水源地

特金水源地

船間水源地

岸良水源地

肝付町北方１林班３１

肝付町北方２３４９－３

肝付町北方９１８－１

肝付町南方７７８－１

肝付町岸良字荒田３５林班３３

肝付町岸良字門田７２３－２

５



５

　

臨時の水質検査

　

水道水で次のような水質の変化が認められ、水質基準値を超過するおそれがある場合、
直ちに配水を停止し、臨時水質検査を実施します。

　

（※

　

継続的に水質を評価する観点から、定期検査と臨時検査の委託先は同一の水質検査
機関とします。）

（１）原因不明で色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき

（２）臭気及び味に著しい変化が生じたとき

（３）水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行したとき

（４）浄水過程に異常があったとき

（５）水源（取水河川）に異常があったとき

（６）水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき

（７）その他特に必要があると認められたとき

６

　

水質検査項目及び検査頻度

　

（浄水）

　　

「水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなけ
ればならない。」 と定められています。

※ 別表１－水質検査項目
※ 別表２－水質基準項目と検査頻度及び省略の基準表参照



７

　

水質検査項目及び検査頻度

　

（原水）

　

原水の検査については、水源状況を把握する上で、定期的な検査によって変動傾向を監
視するため、消毒処理による副生成物及び味を除く４０項目を年１回以上検査します。

　

また、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、クリプトスポリジ

　

ウム等の耐塩素性病原微生物の検査と、その指標となる指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）
の検査を実施します。

【判断基準】

レベル１

　　

汚染の可能性が低い

　　　　

地表水が混入していない被圧地下水のみの水

　　　　　　　　　

○

レベル２

　　　

当面汚染の可能性が低い

　　

地表水が混入していない被圧土地下水以外の水

　　　　　　　　　

○

レベル３

　　　

汚染のおそれがある

　　　　

地表水以外の水

　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

レベル４

　　　

汚染のおそれが高い

　　　　

地表水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

地

　

表

　

水

　

：

　

河川表流水、 ダム水、 湖沼水等の、 地表面に存在する陸水。
被圧地下水

　

：

　

粘土層等の不透性の地層に挟まれた帯水層内に存在し、被圧されている
地下水。

【検査頻度】

レベル１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

３年に１回、 井戸内部の状況点検

レベル２

　　　　　　　　　　　　　

３ヶ月に１回以上

レ ミノレ３

し ミノレ４

毎月１回以上

　　　　　　　　　　

３ヶ月に１回以上

※

　

原水毎にレベル１からレベル４まで分類し、それぞれのレベルに合わせた項目、頻度

　

で検査を行います。 しかし、リスクレベル１の場合、水道水の安全性をより確実にする
為に、 レベル２の項目・頻度で指標菌検査を行います。

７



【各水源検査頻度】

注）

　

指標菌＝大腸菌、嫌気性芽胞菌

　　

クリプトスポリジウム等＝通常の塩素消毒で死滅しない耐塩素性病原微生物

８

　

試料（検体）の採取及び運搬方法

・定期的な水質検査を実施する際は、検査日程、検査地点、採取方法を遵守し、検査に必要
な専用容器を使用します。
・運搬の際は、 クーラーボックス等に入れ保冷し、 破損防止の措置を施します。
・検査機関への試料の受け渡しは、最初の試料採水後、告示法で実施可能な対応を行いま
す。

低区配水池 第１水源地

　　　　　　　

被圧地下水

　　

低区配水池

　

第５水源地

　　　　　　　

被圧地下水

筒

　

低区配水池

　

第３水源地

　　　　　　　

被圧地下水

霊 低区配水池 第４水源地

　　

被圧地下水

区

　

城山配水池 第８水源地

　　　　　　　

被圧地下水

　　

鳥越配水池（高区） 第７水源地

　　　　

被圧地下水

富山水源地 被圧地下水

３

　　　

年１回以上 毎月

　　　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

小串水源地 表流水

表流水内

　

水尻水源地

　　　　　　　　　　　　　

表流水
之
上北水源地

　　　　　　　　　　　　

被圧地下水

廻 総水源地

　　　　

概地下水

区

　

船間水源地

　　　　　　　　　　　　　

表流水

岸良水源地 被圧地下水

４

　　　

年１回以上 毎月

　　　

３ヶ月に１回

４

　　　

年１回以上 毎月

　　　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

１

　　　

年１回以上

　

３ヶ月に１回

４

　　　

年１回以上 毎月

　　　

３ヶ月に１回

３

　　　

年１回以上 毎月

　　　

３ヶ月に１回

８



９

　

水質検査方法（委託内容）

（１）水質検査体制

　

すべての項日について国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関

　

３項の規定に基づく） に委託して検査を行います。

（水道法第２０条第

（２）水質検査方法
・

　

水質検査全般の検査方法については、「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大

　　

臣が定める方法」（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）によることとします。
・

　

遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法については、水道法施行規則第１７条第２

　　

項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法（平成

　　

１５年厚生労働省告示第３１８号） によることとします。
・

　

その他の検査を行う場合は、上水試験方法（日本水道協会）等によることとします。

１０

　

検査計画の見直し

　

水質検査の実施については、検査計画に従って行いますが、以下の場合は検査の計画

　

を見直すものとします。
① 水源の変更（新規、増設等）を行った場合。（過去データによる検討が不可能になる

　

ため。）

② 処理方法について、追加又は削除等の変更（ろ過方法の導入や変更等）が生じた場

　

合。（過去データによる検討が不可能になるため。）
③ 水源周辺に異常が確認された場合。（水源水質の安全が確認できる計画に変更）
④ その他検査計画の変更が必要と認めた場合。

９



１１

　

水質検査の精度と信頼性保証

　

本町においては、水質検査設備を保有していないため、毎日検査等の簡易な検査以外
の水質検査は、毎年、水質検査機関に委託しています。

　

このため、水道法施行規則の改正に伴い委託水質検査機関に対して、水質検査の結果の
根拠となる書類、精度管理の実施状況及び環境省等による外部精度管理調査に係る資料、
水質基準項目に関する品質管理の認証（水道ＧＬＰ、工ＳＯ９００１等）取得やこれに類する取組
の状況に関する書類を確認するとともに、必要に応じて検査施設への立入検査、実施の水
質検査機関における水質検査業務の確認に関する調査（日常業務確認調査）を実施し、技
術能力の把握を行います。

（１）検査の精度

　

検査の精度については、委託する検査機関の検査精度を確保する必要があることから、
以下の要件を満たしていることを条件としています。

ａ）検査が可能な検査施設を有していること。

　

（緊急時を勘案して、全項目試験が可能な試験室を県内に整備していること。）

ｂ）知識経験を有する者が検査を担当し、その人数が５人以上であること。

ｃ）環境省の実施する外部精度管理の結果が良好であること。

（２）信頼性保証

　

検査の工程だけでなく、結果書が届くまでの工程（事務業務及び連絡業務）についても
信頼性の保証が必要であることから、以下の要件を満たしていることを条件とします。

ａ）水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。（水質検査部門管理者）

ｂ）水質検査業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれ、専任の管理者が置かれて

　

いること。（信頼性確保部門管理者）

（３） 信頼性保証システム （第三者機関の監査を含むシステム） として、工ＳＯ９００１の認証を

取得していること。

（４）工ｓｏ９００１の認証の内容は、水質検査業務だけでなく、水質検査業務に係る事務業務等
が含まれていること。

１０



１２

　

関係機関との連携（緊急時含む）

利用者（地域住民）からの問合せ、自然災害または水源での事故及び水質に異常が認め
られる、緊急時に各水道関係機関との連絡等が必要になった場合に、連絡を迅速かつ正確
に行うために、事態の状況判断や対応内容の役割を明確にすることを目的としたもので
す。

　

関係者との連携については、下図に示す内容・方法で行います。

国土交通省及び環境省玉 父

　　

環児

　　　　

ー 鹿屋保健所

　

ｉ

　

県都市計画課上下水道室

補助事業実施時

　　　　　　　　　　

断水・施設の損害時など

圃奪

回

　　

水質異常時

技術的相談

　　　　　

水質検査機関

　　　　　　　　

及び各関係業者

筆園甘圏 圏強奪
断水，施設の損害時など 凡例

　　　

電話
Ｐ

　　　

ＦＡｘ

　　　

ホームページ

　　　

防災行政無線

水質異常時

水質管理情報提供
協議・説明

通達・報告・お知らせ等

※

　

水道水の水道事故が発生した場合は、鹿児島県及び所轄保健所等と連携し、情報交換を

　

行いながら迅速かつ適正な対応に努めます。
※

　

緊急の災害時は肝付町管工事水道組合及び水道水質検査機関とも連携を図り、早期の

　

復旧に努めます。
※

　

緊急時における検査については、水道水の安全を確保していくため、定期検査及び、臨

　

時検査と同一の水質検査機関に委託します。

１１



１３

　

水質検査計画及び検査結果の公表方法

　

安全でおいしい水を提供するために、肝付町では水質検査計画は水道課窓口にて閲覧
でき、検査結果についても水道課窓ロに備えるなどして、地域住民のみなさまにお知らせ
致します。

肝付町 水道課

　　　　　

．

　　　　

水質検査計画案の策定検討

　

１

　　

計画案の修正

　　

ー

贋ー

　

響撃 １画

壱 １

　

水轡 査の実施

　

１

　

１

　

雪検費誓

　　

Ｉ

　　　　　　

検査結果の評価

計画案の公表

計画の公表

【お問い合わせ先】
月刊寸町役場

　

水道課
〒８９３－１２０７

　

鹿児島県肝属郡肝付町新富９８番地
ＴＥＬ

　

：

　

０９９４ ５ ４１５（直通）

　　

ＦＡＸ ：

　

０９９ ６ ２５１７

１２

地
域
住
民

簿
利
用
者



別表１ー水質検査項目

「水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。」と定められています。

３

　

カドミウム及びその化合物

　　　　

ｏ，㈹３ｍｇ／Ｌ以下

　

鉱山、工場排水の混入による汚染の疑い

　　　　　　　　　　　　　

腎臓障害・イタイイタイ病等

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

石灰軟化・イオン交換．凝集．沈殿．ろ過等

４

　

水銀及びその化合物

　　　　　

０，０００５ｍｇ／Ｌ以下

　

工場排水等の混入による汚染の疑い

　　　　　　　　　　　　　　　

急性中毒・幅吐・頭痛・肺気腫・肺炎・慢性中毒等

　　　　　　　　

石灰軟化・イオン交換．凝集．沈殿．ろ過等

５

　

セレン及びその化合物

　　　　　

ｏ．ｏｌｍｇ／Ｌ以下

　

殺虫剤、工場排水の混入の疑い

　　　　　　　　　　　　　　　　

噸吐・腹痛・下痢・皮膚炎・胃腸障害

　　　　　　　　　　　　　

石灰軟化．イオン交換．凝集．沈殿．ろ過等

びその化合物

　　　

Ｑｏ．ｍｇ／Ｌ以下 筆鱒 需潔騎 謡塞ぎ
離炭酸の多い水では溶キナやれ、また、噸吐‐腹痛‐下痢‐疲労．皮膚炎

　　　　　　　

石灰軟化．イオン交換．凝集．沈殿・ろ過等

７ヒ素及びその化合物

　　　

Ｑｏ・ｍｇ／Ｌ以下 圭灘 撚微繋遊馳入廷璽毅戸
医薯豊薯緋鉱覇義禦騨聖霊水‐コレラ卿吐‐下痢．獅‐皮膚の角化症．黒皮症 十凝集十ろ過・石灰軟化・活性アルミナ・イオ

ステンレス等・電池・革なめし・防虫剤など、環境中で天然に存在する
のはほぼ三価に限られ六価のものは人為的起源、塩素処理された水
には三価クロムはほとんど存在せず六価となる

８

　

六価クロム化合物

　　　　　　　　

ｏ．ｏ２ｍｇ／Ｌ以下

　

のはほぼ三価に限られ六価のものは人為的起源、塩素処理された水

　

三価の毒性は弱く六価は強い。激しい下痢と、腎臓障害を起こす。 石灰軟化・イオン交換

ピン血症（チアノーゼ症）を９

　

亜硝酸態窒素

　　　　　　　　

ｏ、ｏ４ｍｇ／Ｌ以下

　

窒素肥料、腐敗した動植物、生活廃水などに含まれる窒素化合物

　　

－
“

・２フッ素及びその化合物

　　

ｏ．８ｍｇ／Ｌ以下

　

茶釜嘉馨義躍藁誓の脚ーガラス加 電子工業などｏまた温 適麟 離、虫歯のテ防効果があるが湛 搬に含まれ 繍 状 電解法．凝集沈殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歯。

・ショック症状・中枢神経抑制による呼吸停止

　　　　　　

イオン交換１３ホウ素及びその化合物

　　　　　　

ｌｍｇ／Ｌ以下

　　

排水による汚染の疑い。

．４四塩化炭素

　　　　　

Ｑ閲２ｍｇ／Ｌ以下

　

薪滋多禁謬りク耀饗縁
ア
殺
ロ議ｒ 噴 ‐－′も

　

谷 肝臓‐腎臓などや神経系統に障害

　　　　　　　

活性炭．エアレーション

１５１．４‐ジオキサン

　　　　　　　　

０．ｏ５ｍｇ／Ｌ以下

　

酢酸セルロース・オイル・ワックス・染料の溶剤等

　　　　　　　　　

頭痛・めまい・唯吐等の自覚症状・前眼部障害又は気道、肺障害

　

活性炭・水源の転換

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熱可逆性樹脂の原料・染料抽出剤・溶剤。土壌吸着性が低く、地下を
・６にラ
ス豪雪芝鍔 髭書室姿ン

び

　

ｏ．ｏ４ｍｇ／Ｌ以下 浸透し地下水中でトリクロロエチレン‐テトラクロロ工学しから還元状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

態で生成
活性炭・エアレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

油脂等の抽出剤・塗料剥離剤・アセチルセルロース等の溶媒。環境
‘

　

ｓｈ【［Ｊ”、

　　　　　　　　　

＾＾^

　

′ｔＭャ

　

中をこ放出されたものの大部分が大気中に抑撤し、数日で光分解す

　　

ｔゞ湖昨鴫慮霜鮎たｍ

　

′／ーー′／′

　　　　　　　　　　

）．）ふ…”′」ひ丁

　

る。環境中をこ放出されたものの大部分が大気中に揮敵し、数日で光

　

辞嶋鰍以＼秤”ｒ『川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

分解する。

活性炭・エアレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ドライクリーニング洗浄剤・金属洗浄用溶剤・フロン１１３の原料等。嫌
１８テトラクロロエチレン

　　　　　　

０．０ｌｍｇ／Ｌ以下

　

気状態で徐々に分解されてトリクロロエチレン・ジクロロエチレンを生

　

めまい・頭痛・黄痘・肝機能障害

　　　　　　　　　　　　　　　

活性炭・エアレーション
成し、さらに塩化ビニルを生成することもある

・９トリクロロエチレン

　　　

ｏ．ｏ・ｍｇ／Ｌ以下 裏彩 掬商事羅姿勢型金型饗亨闇雲書雲寄合墜型霧繋ぎ÷雑事
気嵩濃度禰吐‐腹痛‐一時的意識不明

　　　　　　

活性炭‐エアレーション

２・ベンゼン

　　　　　　　

Ｑｏ，ｍ“／Ｌ以下

　

令球ゴムー合成皮革‐有機顔料‐合成繊維等ｏ最も大きな発生源はガ めまいぷ雁吐、頭痛、中枢神経の抑制等

　　　　　　　　

活性炭．エアレーシ ン

３３亜鉛及びその化合物

　　　　　　

１．ｏｍｇ／Ｌ以下

　

亜鉛鉱山・亜鉛精錬所・めっき工場・顔料・医薬品製造工場等

　　　　

下痢・腹痛・けいれん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石灰軟化・イオン交換・凝集十沈殿・ろ過（若干の除去）

３４アルミニウム及びその化合物

　　　

ｏ．２ｍｇ／Ｌ以下

　

家庭用品・電気用品・航空機・車師・建築用資材に使用される

　　　　

ヒトに及ぼす有害な影響は明らかでない

　　　　　　　　　　　　

凝集十沈殿・ろ過・級速ろ過・膿ろ過

３５鉄及びその化合物

　　　　　　　

ｏ．３ｍｇ／Ｌ以下

　

鉱山排水や酸性河川では硫酸等により岩石等の鉄が溶解し存在するほとんど無害

３６銅及びその化合物

　　　　　　　

１．ｏｍｇ／Ｌ以下

　

銅鉱山・銅騨蘇工場・銅線工場・めっき工場等の排水・農薬散布等

　

過剰摂取で吐き気・腹痛・肝臓・腎臓障害

　　　　　　　　　　　

凝集十沈殿十ろ過・石灰軟化・イオン交換

　　　　

３７ナトリウム及びその化合物

　　　　

２ｏｏｍｇ／Ｌ以下

　

ナトリウム化合物の合成・医薬・染料用・食品・ガラス

　　　　　　　　　

食塩過剰摂取による急性影響でけいれん・筋硬直・肺浮腫

　　　　

イオン交換

３８マンガン及びその化合物

　　　　

Ｑｏｓｍｇ／Ｌ以下

　

鉱泉．鉱山排水．下水．乾電池製造業や陶磁器製造業などの排水

　　

不眠．感情障害．手指のふるえ．言語不明瞭

　　　　　　　　　　　

マンガン砂による接触ろ過法・塩素による除去法・過マ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ンガン酸カリウムによる除去法・鉄細菌による除去法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

軟水では腐食性が大きく、非常な硬水は金属表面をこ炭酸カルシウム
４０
カルシウム・マグネシウム等（硬

　　

３０ｏｍｇ／Ｌ以下

　

▲

　

の保護被膜を形成するため腐食性は小さいなど、水道施設の維持甑ち成するため腐食性は小さいなど、水道施設の維持管

　

硬度が高すぎると胃腸を害して、下痢を起こす場合がある

　　　　　

石灰軟化・イオン交換・ナノろ過
日である

４・蒸発残留物

　　　　　

５ｏｏｍｇ／Ｌ以下

　

雑 繍高．を箔柔義
ム‐ナトリウム‐カリウム‐ケイ酸塩化物等配と 石灰軟化・イオン交換・ナノろ過

４２陰イオン界面活性剤

　　　　　　

ｏ－２ｍｇ／Ｌ以下

　

洗濯用洗剤．台所洗剤．化粧品．医薬品．製紙等

　　　　　　　　　

１洗剤であり０．５ｍｇ／Ｌ以上で泡立ちが始まることを考慮して抑制のた 活性炭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

め基準が定められている。
４３ジェオスミン

　　　　　　　　　

ｏ．ｏｏｏｏｌｍｇ／Ｌ以下ある種の藍藻類と放線菌が産出する 活性炭・オゾン・生物処理

４４２‐メチルインボルネオール

　　　

ｏ．ｏｏｏｏｌｍｇ／Ｌ以下Ｅ放線菌から分離したかび臭物質で墨汁のようなにおいを呈する ・オゾン・生物処理

４５非イオン界面活性剤

　　　　　　

ｏ．ｏ２ｍｇ／Ｌ以下

　

合成洗剤・合成樹脂乳化重合用乳化剤・浸透剤・可溶化剤など

　　　

経口毒性は一般に陰イオン界面活性剤に比べて低い

ｏ．ｏｏ５ｍｇ／Ｌ以下

　

消毒剤・防腐剤・合成樹脂・爆薬・染料４６

※

　

黄色は、毎月の検査項目になります。
※

　

青色は、年に４回実施する省略不可能項日になります。（具体的には下表の通り）
ただし、年１回は上記の全項日（５２項日）検査を実施します。
原水検査においては、年１回以上、上記項目２２～３２及び４９を除く４０項目を実施します。
水質管理日標設定項目の検査については、今後必要に応じて検討します。農薬類の選定についても、水源周辺地域の使用状況を調査し適正に行います。
各施設ごとの検査項目及び頻度は別表４各施設の水質検査裏を参照して下さい



　　

１

　

２－

　　　　

ラ

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　

ラ

　

１

　　

一

　

律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１００／ｍＬ以下

　

ね１月に１回以上

　

不可

　　　　　　　　　　　　

不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０
１ 針 擬ぎウムルび子の化合物

　　

跨ぎ総監設置毎１概ね。月，．，回 上，注，の通り

　　　

，注 。通り

　　　　

！

　

；

　

！

１ｇ捲醤賑班穂物

　　

＝ｏ留 蹴 閣

　　　　　　　　　

１

　　　　　

１

　

； ！
１ ”管葉脈磐篇書物

　　　

＝

　

８：駕佐藤＝

　　　　　　　　　　

＝養鶏鰯

　　　　

＝

　

：

　

＝

！ｇ！輩鰯基鏡合物

　　　

！

　

繋駕萱；議事！

　　　　

１

　　　　

１藁音の通り

　　　　

！

　　

萱

　　

！
１１０１シアン化物イオン及び塩化シアンｌ

　　

ｏ．ｏｌｍｇ／Ｌ以下１

　　　　　　　　　

不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

６

　　　　

１
－

　

１１１硝酸茸Ｅ窒素及ひ整備酸蓑Ｂ窒素

　　

１

　　

１ｏｍ彰Ｌ以下１

　　　　　　　　　

注１の通り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

◎

　　　　

１
１

　

１２

　

１フッ素及びその化合物

　　　　　　　

ｌ

　　　

ｏ．８ｍｇ／Ｌ以下１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１注３の通り

　　　　　　　　　　

１

　　　　

◎

　　　　

１

１１３１ホウ素及びその化合物

　　

１

　

Ｉ．飼Ｌ以下１

　　　　　　　　　

隠客殿 ）
（海水を原水とす

１

　

◎

　　

ｉ
－

　

１４１四塩化帯嚢

　　　　　　　　　　　

ｌ

　

ｏ，００２ｍｇ／Ｌ以下１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注５の通り

　　　　　　　　　

ｉ

　　　　

◎

　　　　

１
－

　

１５

　

１１．４一ジオキサン

　　　　　　　　　

ｌ

　　

ｏ，０５ｍ″Ｌ以下ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

◎

　　　　　

－

１１６芹号※」…；２弱音融 郭彰

　

ｌ

　

ｏ・ｏ４ｍｇ／Ｌ以下ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　

◎

　　

１
－

　

１７１ジクロロメタン

　　　　　　　　　

ｌ

　　

ｏ．０２ｍｇ／Ｌ以下１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　

◎

　　　　

１
－

　

１８

　

１テトラクロロエチレン

　　　　　　　

ｌ

　　

ｏ，０ｌｍ彫Ｌ以下１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

◎

　　　　　

－

１２キ饗宴漫罵漆器す；ｉぶｌｏ．岬臥以下Ｉ

　　　

Ｅ２の通り

　　

１注６の通り

　　　

１

　

◎

　

１
１

　

２１

　

１ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　

ｏ．０ｌｍｇ／Ｌ以下１

　　　　　　　　　　

１注１の通り

　　　　　　　

１注５の通り

　　　　　　　　　　

１

　　　　

◎

　　　　

１

１掛 籍普酢酸

　

．

　　　

１ 総影議事…

　　　　

１不可

　　　　

ｒ町

　　　　　

；

　　　

，ｉ

ｉｌｉ隆昌昌幸熱メン

　

１８基軸懲１
嗣月に１回以上

１
不可

　　　

ｒ
鴎

　　　

１

　　

１

２７臭素酸

　　　　

ド，叩噺１
概ね３月に１回以上

１
不可

　　　

閣 議善一鍵盤義務１

　　

１

畷霞む多言目審議≧

　　

ト 鑓昌司

　　　　　　

ド
ー′

　　

１

　　

１

，．閣王手綴雲
タン

　　

三 獅綴ｉ

　　　

ｌ

　　　　

ｌ

　　　　

ｉ

　　　

ｌ－

　

３１

　

１プロモホルム

　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　

ｏ．０９ｍｇ／Ｌ以下ー

！熱愛議題姦』合物

　

ＥＩ綴喜

　　

１注１の通り

　

１注４の通り

　　

ｉ

　

…

　

！

欄警醒艶竪臓物

　

！憲滋１１

　　

１

　　　

１脚通り

　　

三

　

…

　

！

１３９１塩化物 伽

　　　

１ 姻 噺１概ね，月に， 豪饗宴開墾壷１不可

　　　

１

　

◎

　

ｉ

ｉ…！１蓬鞘鱈；を；＊（
爾 際暮整調概ね３月に１回以上１注１の通り

　

１注３の通り

　　

ｉ

　

…

　

ｉ
－４３１ジェオスミン

　　　

ｉ
ｏｏｏｏｏ一肌以下

鵬 璽馨げ

　　　

謄饗号多寡参選鰯雲
１

　

◎

　

ｉ

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　　　　

　　　 　　

　

　

　　　　　

１

　　

１

　　

１

　　　

１審善一欝 誰謝躯１

　　

１

にｉ跨ぎ三晃裏活性剤

　　

ト 驚ニギ
ね３月に１回以上

１
注１の通り

　　

１
注３の通り

　　　

ｉ

　

；

　

ｉ

躍 ＝鶴亀（全有樫炭素（ＴＯＣ）の骨） お一 端潔ｉ概ね１月に１回以上 譜績ぞ噂無詩書高不可

　　　　　

１

　

憲

　

１
１

　

４９１味

　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 異常でないこと１

　　　　　　　　　

以上とすることが可。

　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－
１

　

５０１臭気

　　　　　　　　　　　　　　

１ 異常でないこと１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

◎

　　　　

１
１

　

５１１色度

　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

５度以下１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

◎

　　　　

ｌ

注１

　

水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合（過去３年間に水源の種別、取水地点又は浄
水方法を変更した場合を除く。）であって、過去３年間における当該事項についての検査結果が、基準値の５分の１以下であるときは、概ね１年に１回以上と、過去３年間
における当該事項についての検査結果が、基準値の１０分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上とすることができる。
注２

　

簡易水道及び専用水道において、当該事項についての過去の検査結果により当該事項の検出されるおそれが少ないと認められる場合には、概ね６か月に１回以上と、
当該事項についての過去の検査結果及び原水並びに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合には、近傍の地域における地下水の状況を含む。）を勘案して、当該
事項の検出されるおそれが少ないと認められる場合には、概ね１年に１回以上と、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から原水の水質が大きく変わるおそれ
が少ないと認められる場合であって、過去３年間における当該事項についての検査結果がすべて基準値の１０分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上とすることがで
きる。ただし、過去１年間における当該事項についての検査結果が基準値の５分の１を超えた場合は、概ね３か月に１回以上とする。
注３

　

当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明ら
かであると認められる場合、省略可。
注４

　

当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案
し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注５

　

当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況（地下水を水源とする場合は、近傍の地域に
おける地下水の状況を含む。）を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注６

　

水道用水供給事業者等から供給を受ける水のみを水源とし、当該水道用水供給事業者等の検査結果が基準値の５分のｉ以下であり、かつ、自ら検査を実施し、送水施
設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合、省略可。ただし、過去１年間における当該事項についての検査結果が基準値の５分の１を超え
た場合は、概ね３か月に１回以上とする。



別表３－各配水系統別施設概要

◎

　

高山地区（高区・低区・東部・波見）

３ 水

　

源

　

地

　　　　　　　　　　　　

瀬戸宇治配水池

　　　　　　　　　　　　　　　　

（低 区配水池）

４

　

２

　　

・
、

　

士

低

　

区 給 水

　

区 域

東部地区給水区域

　　　　　　　　

波見地区給水区域

鳥

　

越 配

　

水

　

池
（

　

高

　

区

　

配

　

水

　

池

　

）

高

　

区

　

給 水

　

区 域

◎

　

富山地区

ｚｋ・原、、他 富 山酉己ｚｋ・池

　　　

富 山 地 区糸合水 区垣或

　　　　　　　　　　　　　

Ｉ



◎

　

小串地区

　　

　　　　　　　　　　　

　

１

　　　

ー

　

１

　

ー

．

１

　

ー

　

‐

　　　　　　　　　　

【

　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

◎

　

北方・南方地区

水

　

尻 水

　

源

　

地

　　　　

浄 水 処 理 施 設

　

津代地区給水区域水尻地区給水区域

　　　　　

津代地区給水区域

上北地区給水区域

特

　

金

　

水

　

源

特金地区給水区域

２



◎

　

船間地区

船

　

間 水

　

源

　

地

　　　　

浄 水 処 理

　

船間地区給水区域

◎

　

岸良・浜地区

岸

　

良

　

水

　

源

　

浜地区給水区域岸良地区給水区域

　　　　

浜地区給水区域

３



水質検蔽表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検査計画

川南中央霊園

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”

　　

×

　　　

ヌ 幾準値

　　　　　

ス

　　　　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９ ｌｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１１５

　　　

１１０

　

３

　

Ｂの

　

大

３ カドミ
４

　

水銀及
５

　

セレン

０
０
０

７

　

ヒ素及びその化合物

　　　　　　　　　

○
８

　

六価クロム化合物

　　　　　　　　　　

○
Ｏ

１２

　

フ
り大きいため１年に４回の検査（水道法：４回／１年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

し１年に１回以上の検薮（水道法：１回／３
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検蔽（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査 水滴法：１０／３

下ですが安全を考慮し１年に１

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

：１回／３年）

０．００３

　　

０．０００６
０．０００５

　

０．０００１０

　

０．０１

　　　

０．００２

　

０．０１

　　　

０．００２

　

０．０１

　　　

０．００２

　

０．０２

　　　

０．００４

　

０．０４

　　　

０．００８

　

１０

　　　　

２‐Ｏ

　

０．８‐

　　

０．１６

　

１．０

　　　　

０．２
０．００２

　　

０．０００４
０．０５

　　　

０．０１０
０．０４

　　　

０．００８
０．０２

　　　

０．００４
０．０１

　　　

０．００２
０．０１

　　　

０．００２ 慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
１０年度（３年間）までｉ年に４回の検査（水道法：４回／１年）
慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

０．０００３

　　　

０，０００３未満
０．００００５

　　

０．００００５未満

　

０．００１

　　　

０，００１未満

　

０，００１

　　　

０．００１未満

　

０．００１

　　　

０．００１未満

　

０，００２

　　　

０．００２未満

　

０．００４

　　　

０．００４未満

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

Ｏ
Ｏ
Ｏ

　

１．０

　　　　　　　　

２．

　

０．０８

　　　　

０．０８末）

　

０．１

　　　　

０．１未・
０．０００２

　　　

０．０００２未；
０，００５

　　　

０，００５未；
０．００４

　　　

０，００４末‐
０．００２

　　　

０．００２末・
０．００１

　　　

０．００１未；
０．００１

　　　

０．００１末・

し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３

下ですが安全を

　

慮し１年に１
下ですが安全を考慮し１年に１

：１回／３年）

：１回／３年）
：１回／３年）
：１回／３年）

１４

　

四塩化炭素

　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．００２

　　

０．０００４

　　

０．０００２

　　　

０．０００２未満過去の最
１５

　

１．４‐ジオキサン

　　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０５

　　

０．０１０

　　

０，００５

　　　

０，００５未満過去の最
１６

　

シスー，２－ジ知。１チレン及びトランス－１，２－ジクＰｏｌチシン

　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０４

　　

０．００８

　　

０．００４

　　　

０，００４未満過去の最
１７

　

ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０２

　　

０，００４

　　

０．００２

　　　

０．００２未満過去の鰻
１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０，００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最
１９

　

トリクロロエチレン

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の鰻
２０

　

ベル７ル加才クタン胡ホン赦（ＰＦ帖）及びベル７ル加オクタン融（ＰＦＯＡ）

　

○

　　　　　　　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　　　　

０．００００５

　

０‐００００１０

　

０．０００００５

　

０．０００００５未満令和８年４
２１

　

ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最

３３

　

亜鉛及びその化合物

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．０

　　　

０．２０
３４

　

アルミニウム及びその化合物

　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．２

　　　

０．０４
３５

　

鉄及びその化合物

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．３

　　　

０．０６
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．０

　　　

０．２０
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２００

　　　

４０．０
３８

　

マンガン及びその化合物

　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０５

　　

０．０１０
３９

　

塩化物イオン

　　　　　　　　　　　　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　　　　　

２００

　　

－
４０

　

カルシウム、マグネシウム等（硬度） ０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３００

　　　　

６０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０
４２

　

陰イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４３

　

ジェオスミン

　　　　　　　　　　　　　　

○
４４

　

２‐メチルインボルネオール

　　　　　　　

○
４５

　

非イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４６

　

フェノール類

　　　　　　　　　　　　

〇

９

　　

９

　　

２４

　　

９

　　

９

　　

２４

　　

９

　　

９

　　

２４

　　

９

　　

９

１／２を超えていない為、水道法施行規則第ｉ５条第１項第４号に基
し１年に１回以上の

　

査（水

　

法：１回／３

　　

３００

　　　　　

６０

　　

５００ １００

　　

０．２

　　　

０．０４
０．００００１

　

０．０００００２
０．００００１

　

０．０００００２

　

０．０２

　　

０．００４

　

０．００５

　　

０．００１０

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の

　

瀧（水・法：１回／３

下のため１年にｉ回の検査（水道法：１回／１年）
り大きいため１年に４回の

　

査（水

　

法：４０／１
し１

　

に１
月検査（ただし
（ただし藻類の発生の少ない時期を除きます）

：１回／３

０．１０

　　　　

０．０１末・
０，０２

　　　　

０．０２未・
０．０３

　　　　

０．０３末・
０，ｉｏ

　　　　

ｏ．０１未・
２０．０

　　　　　　　

１０．
０．００５

　　　　

０．００１

　

・

　

０，０２

　　　　

０．０２未満過去の鰻大値が頻度・
０，０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可の云
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可の云

　

０．００２

　　　

０．００５未満水源周辺に変化がなく

　

ｏ．ｏｏ０５

　　　

０・０００５

　

‐

　

、

　　

‐

　　　

く

　　

、

」，

　　

Ｎｏ．３～Ｎｏ．４

　　

ｍｇＬ

　

」．

　　

Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」， 「Ｎｏ．２及びＮｏ．４８～Ｎｏ．５０［単位なし］」



水質検査表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検査計画

川北下霊園

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｕ

　　　

叉

　　

′

　

叉 基準値

　　　　　

叉、

　　

〉

　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９ ｌｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　

・

　　　

１１５

　　　

１１０

　

３

　

ａの

　

大

３

　

カドミウム及びその化合物

　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．００３

　　

０．０００６
４

　

水銀及びその化合物

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．ｏｏｏ５

　

０．ｏｏｏｌｏ
５

　

セレン及びその化合物

　　　　　　　　

ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｏ．ｏｌ

　　

ｏ．ｏｏ２０１
０１
ｍ
倣
０４

”^Ｖ

　

＝^ｖ

　

Ｕ^

　

＝^ｖ
＝^ｖ

５

　

セレン及びその化合物

　　　　　　　　

０
６

　

鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　　

０
７

　

ヒ素及びその化合物

　　　　　　　　　　

０
８ 六価クロム化合

Ｏ

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０
１２

　

フッ素及びその化合物

　　　　　　　　　

○
１３

　

ホウ素及びその化合物

　　　　　　　　

○
１４

　

四塩化炭素

　　　　　　　　　　　　　　

○
１５

　

１，４－ジオキサン

　　　　　　　　　　　　

○
１６

　

シスー１，２－ヅ卿ロエルン及びトランス‐１，２‐ジクロロ１チレン

　　

０
１７

　

ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　　

○
１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　　

０
１９

　

トリクロロエチレン

　　　　　　　　　　

○
２０

　

ベルフル和オクタン燕ボン融解鰐）及びベルフル加杓わ強｛ｐＦＯＡ）

　

○

　　　　　　　　

○

　　　　　　　　

○

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　

０．
２１

　

ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　　

○

３４

　

アルミニウム及びその化合物

　　　　　

○
３５

　

鉄及びその化合物

　　　　　　　　　　　

０
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　

○
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　

０
３８

　

マンガン及びその化合物

　　　　　　　

０

４０

　

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

　

○
４１

　

蒸発残留物

　　　　　　　　　　　　　　

○
４２ 陰イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

０
４３ ジエオスミン

　　　　　　　　　　　　　　

０
４４

　

２‐メチルインボルネオール

　　　　　　　

○
４５

　

非イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４６

　

フェノール類

　　　　　　　　　　　　

〇

下のため１年に１回の検査（水適法：１回／１年）
り大きいため１年に４回の検査（水道法：４回／１年）

を考慮し１年に１回以上の検査（水適法；１回／３年）

、時期を除きます）
１／２を超えていない為、

を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

め毎月

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水道法：４回／１年）
慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

０．２０
０．０４
０．０６
０．２０
４０．Ｏ
０・０１０

０．１０

　　　　

０．０１未満
０，０２

　　　　

０．０２未満
０．０３

　　　　

０．０３未満
０，１０

　　　　

０．０１未満
２０．０

　　　　　　　

１４．６
０．００５

　　　

０，００１未満

ｌｏｏ

を考慮ＬＩ年に１
下ですが安全

　　　　

し１

　

に１
：１回／３年
：１回／３年）

し１

　

に１回以上の

　

査（水適法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水

　

法：１回／３
を考慮し１年に１回以上の検査（水道法；１回／３年）
を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

下で

　

力

　

全を

　

慮し１年に１

０・

０・０１
０・０１

０・０１

　　

３００

　　

５００

　　

０．２
０・００００１
０・００００１

　

０．０２

　

０．００５

　

０．０００３

　　　

０．０００３未満過去の最大値が
０，００００５

　　

０．００００５未満過去の最大値が

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

　

０．００１

　　　

０，００１未満過去の最大値が

　

０，００１

　　　　　

０．００２過去の最大値が

　

０．００２

　　　

０，００２未満過去の最大値が

　

０．００４

　　　

０．００４未満過去の最大値が
きノ′′きいくー＆；ＰＯＩ未湖裁癒箇数瑳灘港，‘

　　

１．０

　　　　　　　

３．８過去の最大値が

　

Ｑ０８

　　　　

０．０８未満過去の最大値が

　　

０．１

　　　　

０．１未満過去の最大値が

　

０．０００２

　　　

０．０００２未満過去の最大値が

　

０．００５

　　　

０．００５未満過去の最大値が．

　

０．００４

　　　

０．００４未満過去の最大値が．

　

０．００２

　　　

０，００２未満過去の最大値が

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が
０．０００００５

　

０．０００００５未満令和８年４月より

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

　

３０

　

５０
０．０２

　　　　

０．

　　

０．０４

　　　

０．０２

　　　　

０．０
０．０００００２

　

０．０００００１

　　

０．０００００１
０．０００００２

　

０．０００００１

　　

０．０００００１

　　

０．００４

　　　

０．００２

　　　　

０．００

　

０．００１０

　　

０．０００５

　　　

０．０００

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
ＬＩ

　

に１回以上の検査（水道法：１回／３
を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

下のため１年に１回の検査（水道法：１回／１年）
下ですが安全を考慮しｉ年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法；１回／３年）

いため１年に４回の検査（水道法：４回／１年）
し１年にＩ

下ですが安全を考慮し１年に１
し１年に１
し１年にＩ

下ですが安全を考慮し１年に１

↑口／３
１回／３年）
１回／３年）
１回／３年）
１回／３年）

し１

　

に１回以上の

　

査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

１０／３

５２

　　

９

　　

９ ９

　　

２４

　　

９

　　

９ Ｎｏ．１［

　

ｍＬ］」． 「Ｎｏ．３～Ｎｏ．４７［ｍｇ／Ｌ］」， 「Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」， 「Ｎｏ．２及びＮｏ．４８～Ｎｏ．



水質検査表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検査計画

谷山迫霊園

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基準値

　　　　　

ス．

　

；、

　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９

　　

１ｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１１５

　　　

１１０

　

３ ８の

　

大

３

　

カドミ Ｏ
Ｏ

０．００３
０．０００５

　

０．ｏｉ

　

０．ｏｉ

　

０・０１

　

０．０２

　

０．０４

Ｏ

　

０．８

　

１・０
０．００２
０．０５
０．０４
０．０２

し１

　

に１回以上の

　

査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水道法：４回／１

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

し１

　

に１回以上の

　

査（

　

適法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１ １回／３

０．０００６
０・０００１０

　

０．００２

　

０．００２

　

０．００２

　

０．００４

　

０．００８
　　　　　　

　

　　　

　　

２．Ｏ

　

０．１６

　　

０．２
０．０００４

　

０・０１０

　

０．００８

４０．

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

下のため１

　

に１回の検査（水道法：１回／１年）
り大きいため１年に４回の

　

査（水

　

法：４０／１
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

　

０．０００３

　　　

０．０００３未満過去の最大値が
０．００００５

　　

０．００００５未満過去の最大値が，

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

　

０．００１

　　　

０，００１未満過去の最大値が

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が，

　

０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が

　

０．００４

　　　

０，００４未満過去の最大値が．
き震いジーやもα０ｏｉ楽瀦桟癒回繊春競お

　　

１，０

　　　　　　

２４過去の最大値が

　

０．０８

　　　　　　

０．０９過去の最大値が．

　　

０，ｉ

　　　　

ｏ，１未満過去の最大値が．

　

０，０００２

　　　

０．０００２未満過去の最大値が．

　

０，００５

　　　

０，００５未満過去の最大値が．

　

０，００４

　　　

０，００４未満過去の最大値が

　

０．００２

　　　

０，００２未満過去の最大値が

　

０，００１

　　　

０，００１未満過去の最大値が

　

０，００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が
０．０００００５

　　　　

０．０００００７令和８年４月より

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

０・ｌｏ

　　　　

ｏ・

０．０３

　　　　

０．０３未・
０．１０

　　　　

０．０１未・
２０．０

　　　　　　　

１２．
０．００５

　　　　　　

０．Ｏ

ＬＩ年に１回以上の

　

蔽（水道法：１回／３年）
を考慮し１年に１回以上の

　

査

　　　

：１口／３
５

　

セレン及びその化合物

　　　　　　　　

０
６

　

鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　　

○
Ｏ

８

　

六価クロム化合物
９

　

亜硝酸態窒素 Ｏ

し１年に１回以上の検瀧（水適法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の

　

査

　　　

：１口／３
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

” 硝酸態堅紫及び亜硝酸態窒素

　　　　　

０

　　　　　　　

０
１２

　

フッ素及びその化合物

　　　　　　　　

０
１３ ホウ素及び

　

の化合

　　　　　　　　　　

０
０
０

り大きいため１年に４回の検査（水道法：４回／１年）
１

　

に１回の

　　　　

り：ｉ回／１年）
し１年に１回以上の

　

蔽（水枇法：１回／３
が安全を考慮し１年に１回以上の

　　　

フ

　

ー

　

：Ｉ

　

Ｄ／３
下で

　

が

　

全

　　　　

し１

　

に１１５

　

１，４－ジ

　

キサン

　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０５
１６

　

シスー１，２‐ジクロロ１チレン及びトランスー，２‐ジクロロエチレン

　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０４
１７ ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０２
１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１
１９ トリクロロエチレン

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１
２０

　

ベルフル如オクタン賜わ融（ＰＦＯＳ）及びベルフル如才柳瀬ＰＦＯＡ）

　

○

　　　　　　　　

。

　　　　　　　

ｏ

　　　　　　　　

ｏ

　　　　　　　　　　

ｏ．００００５

　

０．
２１ ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

３３

　

亜鉛及びその化合物

　　　　　　　　　

○
３４ アルミニウム

　

ぴ

　

のヒム

Ｏ
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　　

○
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　

○
３８

　

マンガン及びその化合物

　　　　　　　

０
３９

　

壌化物イオン
４０

　

カルシウム、マグネシウム等（

　

度

　　

○

４２ 陰イオン界面活性剤
４３ ジェオスミン
４４

　

２‐メチルインボルネオール
４５

　

非イオン界面活性剤
４６ フェノール類

し藻．の発

　

の少ない時期を除きます）

　

０．０２

　　　

０．０２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の
０．０００００１

　

０．０００００１未満検癒回数の減不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除

　

０．００２

　　　

０．００５未満水源周辺に変化がなく過去の検査結果が基準値の１／２を超えていない為、

　

０，０００５

　　　

０，０００５未満過去の最大値が頻度減の

　

以下ですが安全

　

脅

　

し１

　

に１口髪上の

０
　

３００
０

　　　　　　　　

０

　　

０．２
０・００００１
０・００００１

　

０．０２

　

０．００５

：１回／３

９

　　

２４

　　

９

　　

９

　　

２４

　　

９

　　

９

　　

２４ ９

　　

９

　　　　　　

目 」．

　　

Ｎｏ．３～Ｎｏ．４７

　

ｍｇＬ

　

」， 「Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」， 「Ｎｏ．２及びＮｏ．

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）



水質検査表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検査計画

東商臨海前消火栓

　

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．コ

　　　

ヌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

泰準値

　　　　　

鑓

　　

′

　　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９

　　

１ｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１

　

１５

　　

の１１０

　

３

　

ａの

　

大胆

３

　

カドミウム及びその化合物

　　　　　　

０
４

　

水銀及びその化合物

　　　　　　　　　

○
５

　

セレン及びその化合物

　　　　　　　　

○
６

　

鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　

０
７

　

ヒ素及びその化合物

　　　　　　　　　

０
８

　

六価クロム化合物

　　　　　　　　　　

○ 下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年にＩ Ｉ

　

Ｄ／３

下で

　

力安全を

　

慮し１年に１回以上の

　

査（水道法：１回／３
し１年に１
し１年にＩ

１口／３
１回／３

０．００３

　　

０‐
０．００ＯＳ

　

Ｏ．Ｏ

　

０・０１

　　　

０・

０・０１

　　　

０・
０．０２

　　　

０．
０．０４

　　　

０．

　

０．８

　　　

０．

　

１・０

　　　　

０・
０．００２

　　

０．００
０．０５

　　　

０．Ｏ

り大

　

いため１年に４回の

　　　

７適法：４回／１年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

し１年に１回以上の検董（水適法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１

　

に１国以上の

　

盃

　　　

法：１０／３
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年にｉ回以上の検瀧（水道法：１回／３年）

慮し１年に１回以上の検査（水道法；１回／３年）
１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水適法：４回／１

下で

　

力安全

　　　　

し１

　

に１回以上の 適法：１回／３

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検蔽（水道法；１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の

　

癒（水

　

法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

０．０００３

　　　

０．０００３未満
０．００００５

　　

０．００００５未満

　

０．００１

　　　

０．００１未満

　

０．００１

　　　

０．００１未満

　

０．００１

　　　

０．００１末．

　

０．００２

　　　

０．００２未・

　

０．００４

　　　　

０．００４

　

・

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０
１２

　

フツ
１３

　

ホウ

　

１．０

　　　　　　　　

２．
０．０８

　　　　

０．０８未・

　

０．１

　　　　

０．１未・
０．０００２

　　　

０．０００２未・
０，００５

　　　

０．００５未；
０．００４

　　　

０．００４未・
０．００２

　　　

０．００２未；
０．００１

　　　

０，００１末・
０．００１

　　　　

０．００１

　

・

し１年に１
し１年にＩ

１回／３
１回／３年）

１５

　

１．４－ジオキサン ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

巡
１６

　

シスー１，２…ジクロロ拝しン及び｝ランスー，２‐ジクロロエチレン

　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０４

　　

０，００８

　　

０．００４

　　　

０．００４未満過去の鰻大傾が

１７

　

ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０２

　　

０，００４

　　

０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が

１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０，００１未満過去の最大値が

１９

　

トリクロロエチレン

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

２０

　

ベル７ル才吋クタン琳ン融（ＰＦ祷）及びベルフル加オク劣繊｛ＰＦＯＰ

　　

Ｏ

　　　　　　　

Ｏ

　　　　　　　

Ｏ

　　　　　　　

Ｏ

　　　　　　　　　

Ｏ．００００５

　

０．００００１０

　

０．０００００５

　

０，０００００５未満令和８年４月より
２１

　

ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

３３

　

亜鉛及びその化合物

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．０

　　　

０．２０
３４

　

アルミニウム及びその化合物

　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．２

　　　

０．０４
３５

　

鉄及びその化合物

　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．３

　　　

０．０６
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．０

　　　

０．２０
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２００

　　　

４０．０
３８

　

マン

　

ーン

　　　

のヒム ０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０５

　　

０．０１０ンガン及びその化合物

　　　　　　　

○

４０

　

カルシ

　

ム

　

マ・、シ

　

ム

　　　

度

　　

０
０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０
４２

　

陰イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４３

　

ジエオスミン

　　　　　　　　　　　　　　

〇
４４

　

２‐メチルインボルネオール

　　　　　　　

０
４５

　

非イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４６

　

フエノーノ”

　　　　　　　　　　　　　　

○

全を考慮し１年に１回以上の検癒（水道法：１回／３年）
し藻類の発生の少ない時期を除きます）

し１年に１回以上の

　　　　

週′：１回／３

　　

０．２

　　　

０．
０・００００１

　

０・００００
０．００００１

　

０．００００

　

０．０２

　　

０．０

　

０．００５

　　

０．００１

０．１０

　　　　

０．ｏｉ未満
０‐０２

　　　　

０，０２未満
０，０３

　　　　

０，０３未満
０．１０

　　　　

０．０１未満
２０．０

　　　　　　　

１１，０
０．００５

　　　　　　

０．００１

　　

３０

　　　　　　

４６過去の最大値が頻度減の①以下のため１年に１回の検査（水道法：１回／１

　　

５０

　　　　　　

１８０過去の最大値が頻度減の①より大きいため１年に４回の検査（水道法：４

　

０．０２

　　　

０．０２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除き
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除き

　

０．００２

　　　

０．００５未満水源周辺に変化がなく過去の検査結果が基準値の１／２を超えていない為、
０．０００５

　　

０．０００５未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検

り大 いため１年に４回の

　

・

　　　

法：４回／１

５０［単位なし］」：、 「Ｎｏ．１［／ｍＬ］」， 「Ｎｏ．３～Ｎｏ．４７［ｍｇ／Ｌ］」， 「Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」． 「Ｎｏ．２及びＮｏ．４８～Ｎｏ．５０［単位なし］」



水質桟癒表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検査計画

小串公民館

　

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｐ

　　　

叉 基準値

　　　　　

鑓

　　

′

　　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９ ｌｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１１５

　　　

１１０

　

３

　　

の

　

大

３ カドミウ
４

　

水銀及び
５

　

セレン及

０
０
０
０
０

８ 六価クロム化合物

　　　　　　　　　　

０

１２

　

フツ

　

及

　

その１ヒロ

　　　　　　　　　　

○
１３

　

ホウ素及びその化合物

　　　　　　　　

○
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
下ですが安全

　　　　

し１

　

にＩ

　

ＤＥ上の

　　　　　　

：１口

　　

３
慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
麗し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
麗し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水道ｉ
麗し１年に１回以上の

　

・フ

　

枇

　

：１０／３

し１年に１
いため１年に４回の検査（水適法：４回／１

　

１．０

　　　　　　

０．２

　

蔽回数を減らすことのできる項目ですが地域性を考慮し安全確認のため１年に４回の検査
ｏ．０８

　　　

０．０８未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

　

０．１

　　　　

０．１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０．ｏｏｏ２

　　

０．０００２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３
０．００５

　　　

０．００５未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：－回／３
０．００４

　　　

０．００４未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３
０．００１

　　　

０ ０１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０．００１

　　　

０．００１未満過去の

　

大値が，度・の 以下で

　

が

　

全

　　　　

１

　

に１口Ｅ

　　　　　　　　

：Ｉ

　

Ｄ

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

し１

　

に１回以上の

　

査（水道法：１回／３年）

０．００３
０．０００５

　

０・０１

　

０・０１

　

０・０１

　

０．０２

　

０．０４

０

　　　　　　　　

０

　

０．８

　

１・０
０．００２
０．０５
０．０４
０．０２
０・０１
０・０１

０．０００６
０・０００１０

　

０．００２

　

０．００２

　

０．００２

　

０．００４

　

０．００８

　

２．Ｏ

　

０．１６

　

０．２
０．０００４
０・０１０
０．００８
０．００４
０．００２
０．００２

０．０００３

　　　

０，０００３未満
０．００００５

　　

０．００００５未満
０．００１

　　　

０．００１未満
０．００１

　　　

０．００１未満
０．００１

　　　

０．００１未満
０．００２

　　　

０．００２未満
０．００４

　　　

０．００４未満

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を

　

慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮しｉ年に１回以上の検森（水道法；１回／３年）

し１

　

に１ １回／３年）

：４ロ

　　

Ｉ

１５

　

１．４－ジ

　　

サン

　　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０５

　　

０．０１０

　　

０．００５

　　　

０．００５未満過去の最大値が
１６

　

シスーー之－ジクｍｌチレン及びトランス‐１，２‐ジクｍｌチしン

　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０４

　　

０．００８

　　

０．００４

　　　

０．００４未満過去の最大値が
１７

　

ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０２

　　　

０．００４

　　

０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が
１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０ ０１未満過去の最大値が
１９

　

トリクロロエチレン

　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が，
２０

　

ベルフル加才クタンひわ破（ＰＦ鱒）及びベルフル加才物鱗｛ＰＦＯＡ）

　

○

　　　　　　　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　　　　

０．００００５

　

０．００００１０

　

０．０００００５

　

０．０００００５未満令和８年４月より
２１

　

ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が

３３

　

亜鉛及びその化合物

　　　　　　　　　

○
３４

　

アルミニウム及びその化合物

　　　　　

○
３５

　

鉄及びその化合物

　　　　　　　　　　

０
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　

○
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　

０
３８

　

マンガン及び

　

の化△

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０
Ｏ

４０

　

カルシウム、マ

　

ネシウム等（硬度）

　

○
４１

　

蒸発残留物

　　　　　　　　　　　　　　

○
４２

　

陰イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４３

　

ジエオスミン

　　　　　　　　　　　　　　

○
４４

　

２‐メチルインボルネオール

　　　　　　

○
４５

　

非イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４６

　

フェノール類

　　　　　　　　　　　　

○

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の

　　　　　

法：ＩＤ／３
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３

１回／３年）

１回／３年）

し１年に１回以上の検簸（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：－回／３年）
し１年に１回以上の

　

査（

　　

法：１回／３

ＬＩ

　

に１回以上の

　　

（水適法：１回／３年）

４０．

　　

３００

　　

５００

　　

０．２
０・００００１

９

　　　

４

　　

９

　　

９

０．１０

　　　　

０．０１未）
０．０２

　　　　　　　

０．
０．０３

　　　　

０．０３未・
０．１０

　　　　

０．０１末・
２０．０

　　　　　　　　

８．
０．００５

　　　　

０．００１一」・

　

０．０２

　　　

０．０２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除きます）
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の滅不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除きます）

　

０．００２

　　　

０．００５未満水源周辺に変化がなく過去の検査結果が基準値の１／２を超えていない為、水道，

　

０．０００５

　　　

０．０００５未満過去の最大値が頻度減の

　

以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の

注）各検査項目の単位は、 「Ｎｏ．１〔／ｍＬ］」， 「Ｎｏ．３～Ｎｏ．４７［ｍｇ／Ｌ］」， 「Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」． 「Ｎｏ．２及びＮｏ．４８～Ｎｏ．５０［単位なし］」



水質検査表

　　

水道施設名

令和８年度水質検査計画

津代中継ポンプ

　

鮫

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．「ゴ１１

　

叉

　　

′

　

）こ 基準値

　　　　　

叉‐

　

′‐

　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９ ｌｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１１５

　　

⑦１１０

　

３

　

８の

　

大

力ドミ

Ｏ

ヒ素及

１２
１３
１４

　

四塩化炭素
１５
１６
”
悌
博
始

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

０．０００３未満

０・０１
０・０１
０・０１

０・０１
０・０１

０・０１

０・００００１
０．００００１

２４

　　

９

　　

９

　　

２４

　　

９

　　

９

　　

２４

０・Ｉ

０・０１

０・００００１

０．０６

４０．
０・０１

０・００１

０・００１
０・００１

０．０８
０・Ｉ

０．００５

　

０・００１
０．０００００５

　

０・００１

０・Ｉ
０．０２
０．０３
０・Ｉ
２０‐
０．００５

０・０００００１
０・０００００１

　

０．００２

注）

０．００１未満
０．００１未満
０・００１

　

・

０．００４未満

０．１未満

０．００５未満
０．００４未満

０・００１

　

・
０．００１未満

０．ｏｉ未満

　　

０．２９

０．０１未満

　　

６．Ｏ
０．００１未満

３９

　

０．０２未満
０．０００００１未満
０β００００１未満

　

○．００５未満
０．０００５未満

し１年に１回以上の検査
下ですが安全を考慮し１年に１

：１回／３年）
：１回／３年）
：１口／３し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

し１年に１回以上の検査（水道法：ｉ回／３
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３
し１年に１回以上の

　

査フ

　　

法：１０／３

　

慮し安全

　

認のため１年に４回の検査
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
ＬＩ年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
し１年にｌ

　

ｑ珍上の

　　　

フ

　　　

：１０／３
め令和１０年度（３年間）まで１年に４

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

し１
、ため１

し１

　

に１
し１年にＩ
し１年にＩ
し１年にＩ

：１回／３
：４

：１回／３年）
（水道法：１回／３年）
（水道法：１回／３年）
（水道法：１回／３年）

１回／３年）

４回／１

，４‐ジオキサン
ス－１，２‐ジクロロ１チシン及びトランス－１，２‐ジクロロエチレン
ジクロロメタン
ートラクロロエチレン
トリクロロエチレン
滋フル加オクタン慕わ鏡（ＰＦＯＳ）及びベルフル旭オクタン強（ＰＦＯ婦

３３
３４
鱒
３６
３７
総

ルミニウム及びその化合物

トリ
ンガン

４０

　

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

４２ 陰イオン界面活性剤
４３
４４
妬
４６

ジェオスミン
‐メチルインポルネ
ドイオン界面活性剤
フェノール類

０．２検査回数を減らすことのできる項目

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

ため毎月検蔽（ただＬ藻類の発生の少ない時期を除きます）
ため毎月検癒（ただＬ藻類の発生の少ない時期を除きます）

／２を超えていない為、水道法施行規則第
し１年に１回以上の検査（水道法：１国／３

３～Ｎｏ．４７

　

ｍｇＬ］」，

　　

Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」， 「Ｎｏ．２及びＮｏ．４８～Ｎｏ．５０［単位な



水質検査表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検査計画

特金商庭施設場内

Ｎ。

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ね

　

ロ

　　

ｘ

　　

′

　

叉 基準値

　　　　　　

〆、

　

；．

　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９

　　

１ｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

－１５

　　

の１１０

　

３年

　

の

　

大岨

３

　

カドミウム及びその化合物

　　　　　　

○

　

水銀及びその化合物

　　　　　　　　　

０
５ セレン及びその化合

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　

０
７

　

ヒ

１１

　

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

　　　　　

○

　　　　　　　

○
１２

　

フッ素及びその化合物

　　　　　　　　

○
１３

　

ホウ

　

及び

　

の化合

　　　　　　　　　　

○
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３
し１

　

に１回以上の

　

・

　　

暢、：１口／３１口／３
１回／３
１回／３

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の

　

蔽（水戦法：１回／３

０．００３

　　

０．
０．０００５

　

０．Ｏ

　

０・０１

　　　

０・

　

０・０１

　　　

０・

　

０．０１

　　

０・

　

０．０２

　　　

０．

　

０．０４

　　　

０．

０．８

　　　

０．

０．００２

　　

０．
０．０５

　　　

０．
０．０４

　　　

０．
０．０２

　　　

０．
０・０１

　　　

０・
０・０１

　　　

０・

　

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水道法：４回／－年）
慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

０．０００３

　　

０．０００３未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０．００００５

　　

０．００００５未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年にｉ回以上の検査（水道法：１回／３

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

　

０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法；１回／３

　

０・００４

　　　　

０・００４十‐

　

、。

　　　　　　

く

　　

‐

　　　

、

　　

－

　　

く一

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年にｉ回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法；１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年

１５

　

１，４‐ジオキサン

　　　　　　　　　　　　

○
１６

　

シスー．２－ヅク加工ヂレン及びトランス－１，２－ゾクロロエチしン

　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０４

　　　

０．
１７

　

ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０２

　　

０．
１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．
１９

　

トリクロロエチレン

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．
２０

　

ベルフル如才クタン掃ホン醜（ＰＦ婚）及びベルフル加オクタン酸（ＰＦＯ幻

　　

ｏ

　　　　　　　　

ｏ ｏ

　　　　　　　　

ｏ

　　　　　　　　　　

ｏ．００００５

　

０．００
２１

　

ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．

３３

　

亜鉛及びその化合物

　　　　　　　　　

○
３４

　

アルミニウム及びその化合物

　　　　　

０
３５

　

鉄及びその化合物

　　　　　　　　　　　

○
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　　

○
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　　

○
３８

　

マンガン及びその化合物

　　　　　　　

○
雛

　

塩化物イオン

　　　　　　　　　　　

○
４０

　

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

　

○
４１

　

蒸発残留物

　　　　　　　　　　　　　　

〇
４２

　

陰イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４３

　

ジエオスミン

　　　　　　　　　　　　　　

○
４４

　

２‐メチルインボルネオール

　　　　　　

０
４５

　

非イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

０
４６ フエノール

　　　　　　　　　　　　　　　

０

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（フ
下のため１年に１回の検査（水道法：１回／１年）

１

　

０

　　

３

　

０．０２

　　　　

０．０２・

　

過

　

の

　

大阻カ′

　

鶏

　

の

　

以下で

　

力交

　　　　

し１

　

に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除きます）
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただし藻類の発生の少ない時期を除きます）

　

０．００２

　　　

０．００５未満水源周辺に変化がなく過去の検査結果が基準値の１／２を超えていない為、水道法施行規則第１５条第１項第４号に基づき省略。

　

０．０００５

　　

０．０００５未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

５２

　　

９

　　

９

　　

２３

　　

９

　　

９

　　

２３

　　

９

　　

９

　　

２３

　　

９ ９

　　　　　

項目 注）各検査項目の単位は、 「Ｎｏ．１【／ｍＬ］」， 「Ｎｏ．３～Ｎｏ．４７［ｍｇ／Ｌ］」 」，

　　

Ｎｏ．２及 Ｎｏ．４８～Ｎｏ．５０

１・０

　　　

０・
０．２

　　　

０．
Ｑ３

　　　

０．
１・０

　　　

０・
４０．

０．０５

　　　

０．

０・００００１

　

０・００
０・００００１

　

０・００

　

０．０２

　　

０，

　

０．００５

　　

０．

　　

１．０

　　　　　　

０．８検査回数を減らすことのできる項目ですが地域性を考慮し安全確認のため１年に４

　

０．０８

　　　

０．０８未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：

　　

０．１

　　　　

０．１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：
０．０００２

　　　

０，０００２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：

　

０．００５

　　　

０．００５未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：

　

０．００４

　　　

０．００４未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：

　

０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：

　

０．００１

　　　

０．ｏｏｌ未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：
０．０００００５

　

０．０００００５未満令和８年４月より水質基準へ移行のため令和１０年度（３年間）まで１年に４回

　

０．００１

　　　　

０．００１

　

・ ・

　　

の

　　　

＝が

　　

・の

　

跨

　　

ぐ

　

がー

　　　　　　　

１

　

に１０髪

　　　　　　　　　　

．

０．１０

　　　　

０．０１未満
０．０２

　　　　

０．０２未満
０．０３

　　　　

０．０３未満
０．１０

　　　　

０．０１未満
２０．０

　　　　　　　　

９．
０．００５

　　　　

０．００１

　

１



水質検査表

　　

水道施設名

令和８年度水質検査計画

個人宅（船間地区）

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ス

　　　　　　　　　　　　　

基準値

　　　　　　　　　　　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９

　　

１ｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１１５

　　

の１１０

　

３

　　

の

　

大

　

…

０
０
０

カドミウム及びその
水銀及びその化合物
セレン及びその化合
鉛及びその化合物

六価クロ

Ｏ
フッ繋及びその化合物
ホウ素及びその化合物

２０

４０

シスー１，２－ジクロロエチしン及びトランス－１之‐ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
．ルフル加オクタン緑ホン敵（ＰＦＯＳ）及びベル７ルォロ才クタン畝（ＰＦＯＡ）
　　

　

　　

０
０
０
０

０
０
０
０

総
３４
３５
３６
幻

亜鉛及

　

その化合
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物

ナトリウム及びその化合
マンガン及びその化合物

０
０
０
０
０
０

Ｏ
Ｏ

０
０
０

４２
嬬
４４
４５
４６

陰イオン界面活性剤
ジエオスミン
２‐メチルインポルネ
非イオン界面活性剤
フエノーノレ

０．００３
０．０００５

　

０・０１

　

０・０１

　

０・０１

　

０．０２

０．８

　

０・０１

　

０・０１
０．００００５

　　

３００

　　

５００

　　

０．２
０・００００１
０・００００１

　

０．０２

０．０００６
０・０００ｌｏ

　

０．００２

　

０．００２

　

０．００２

　

０．００４

　

０．００８

　

２．Ｏ

　

０．１６

　

０．２
０．０００４
０・０１０
０．００８
０．００４

　

０．００２
０・００００１０

０．２０
０．０４
０．０６
０．２０
４０．Ｏ
０・０１０

ｌｏｏ
０．０４

０．０００００２

　

０．００４

　

０・００１０

０．００００５

　

０・００１

　

０・００１

　

０・００１

　

０．００２

　

０．００４

　　

１・０

　　

０．０８

　　

０・Ｉ

　

０．０００２

　

０．００５

　

０．００４

　

０．００２

　

０・００１

　

０・００１
０．０００００５

　

０・００１

０・ｌｏ
０．０２
０．０３
０・ｌｏ
２０．Ｏ
０．００５

　

３０

　

５０
０．０２

０・０００００１

　

０．００２

　

０．０００５

０．００００５未満
０．００１未満
０．００１未満
０．００１未満
０．００２未満

　

０．００４未満

　　

０．３
０．０８未満
０．１未満

０．００４未満

０・００１

　

・
０．００１未満

０・００１

０．ｏｉ
０．０３

０・０１

０．００１

２４
７６

こと

８年４月より

を考慮し１年に１
し１年にＩ
し１年にＩ

を考慮し「年に１
を考慮し１年に１

：Ｉ
（水道法：１回／３年）
：１回／３
；１回／３
：１回／３

０．０００００１木・

　　

査回

　

の・不可のため毎月
０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月

　

０．００５未満水源周辺に変化がなく過去

項目ですが地域性を考慮
し１年に１
し１年にＩ
し１年に１

下のため１年に１

し１

　

に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

：ｉ
（水道法：１回／３
：ｉ回／３年）
：Ｉ

　

Ｑ／３を考慮し１年に１
麗し１年に１回以上の検査（水道法：－回／３年）
慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
麗し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水適ｉ
慮し１年に１回以上の検癒（水道法：１回／３年）

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下のため１年に１回の検査（水道法：１回／１年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１
下ですが安全を考慮し１年に１

：１

　

０

　　

３
：１回／３

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

し１年に１
：Ｉ

を考慮し１年に１
（ただし藻類の発生の少ない時期を除きます）
（ただしま

　　

の発生のｍない
／２を超えていなし

を考慮し１年に１

：１回／３年）

：１回／３

：Ｉ

：４回／ｉ年）

項第４号に基づ

５２ ２３ ２３ Ｎα３～Ｎｏ．４７ Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」 「Ｎｏ．２及びＮｏ．４８～Ｎｏ．５０［単位な



水質検査表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検査計画

上北地区研修センター

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｘ 基準値

　　　　　　　　　　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９ ｌｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１１５

　　

⑦１１０

　

３

　

ａの

　

大

３ カドミ
４

　

水銀及
５

　

セレン
６

　

鉛及び
７

　

ヒ素及
８

　

六

　

ク
Ｏ

下で

　

力安全を

　

慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
下ですが安全

　

考慮し１

　

に１回以上の

　

査７

　　

：１口／３１

　

口 ３
１回／３し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検董（水適法：１回／３年）

１

　　

こ４
１２

　

フッ素及びその化合物

　　　　　　　　

○
１３

　

ホウ素及びその化合物

　　　　　　　　

０
１４

　

四塩化炭素

　　　　　　　　　　　　　　

○
１５

　

１．４‐ジオキサン

　　　　　　　　　　　　

０
１６

　

シスー１，２－ジクロロエチの及びトランス‐１，２‐ジクロロエチレン

　　

○
１７

　

ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　　

〇
１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　　

○
１９

　

トリクロロエチレン

　　　　　　　　　　

○
２０

　

ベルフル如才ク勢淋ン蝕（ＰＦ韓）及びベルフル如才ク劣壇（ＰＦＯＡ）

　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　

０．
２１

　

ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　　

○

３３

　

亜鉛及

　

その化合

　　　　　　　　　　　

○
３４

　

アルミニウム及びその化合物

　　　　　

○
３５

　

鉄及びその化合物

　　　　　　　　　　

０
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　

○
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　

○
３８

　

マンガン及びその化合物

　　　　　　　

０
飽

　

塩化物イオン

　　　　　　　　　　　

○
鳩

　

カルシウム、マグネシウム等（硬度）

　

○
４１

　

蒸発残留物

　　　　　　　　　　　　　　

〇
４２

　

陰イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４３

　

ジエオスミン

　　　　　　　　　　　　　　

〇
４４

　

２‐メチルインボルネオール

　　　　　　

０
４５

　

非イオン界面活性剤

　　　　　　　　　

○
４６

　

フエノール

　　　　　　　　　　　　　　　

〇

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下のため１年に１回の検査（水道法：１回／１年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

し藻類の発生の少ない時期
超えていなし

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：－回／３年）
し１

　

に１ １回／３年）

下で

　

力資

　　　　

し１年に１回以上の検蛮（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）

し１

　

に１ １回／３

　

０．０２

　　　

０．０２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安
０．０００００１

　

０．０００００１未満桟癒回数の減不可のため毎月検査（ただし
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の滅不可のため毎月検査（ただし

　

０．００２

　　　

０．００５未満水源周辺に変化がなく過去の検査結果が

　

０．０００５

　　　

０．０００５

　

）

　

、

　

の

　　　　

が

　　

・の

　

鎧

　　

ぐ

　

が｛

下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

下で

　

力安全を

　　

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）

０・０１
０・０１

０・０１

０・００００１
０・００００１

　

０．０２

　

０．００５

　

０．００２

　　　

０，００２末・

　

過去の最大値力頻度減の

　

以下ですが安全を考慮し１年に１

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１
０．０００００５

　

０．０００００５未満令和８年４月より水質基準へ移行のため令和１０年度（３

　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が．度減の

　

以下で

　

が安全

　　　　

し１年に１

４０．

０．０２

　　　　

０．０２未・
０．０３

　　　　

０．０３末・
０．ｔｏ

　　　　

ｏ．０１未・
２０．ｏ

　　　　　　　　

７．
ｏ．ｏｏ５

　　　

０．ｏｏｌ末；

１回／３年）
１回／３年）

１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水道法：４回／１

　

し１年に１口差上の

　　　　　

じ

　

：１口／３

０・ｏｌ
ｏ・ｏｌ
ｏ・ｏｌ

０．ｏｏｏ３

　　　

０．ｏｏｏ３未満
ｏ．ｏｏｏｏ５

　　

０．ｏｏｏｏ５未満

　

ｏ．ｏｏｌ

　　　

ｏ．ｏｏｌ未満

　

ｏ．ｏｏｌ

　　　

ｏ．ｏｏｌ未満

　

ｏ．ｏｏｌ

　　　

ｏ．ｏｏｌ未満

　

ｏ．ｏｏ２

　　　

０．ｏｏ２未満

　

０．００４

　　　　

０．ｏｏ４

　

・

ｏ・

し１年に１ １回／３

づき省略。

し

　

」

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　

１．ｏ

　　　　　　

ｏ‐８検董回数を減らすことのできる項目ですが地域性を考慮し安全確認のた
ｏ．ｏ８

　　　　　

０．ｉｏ過去の最大値が頻度減の①以下のため１年に１回の検査（水道法：１回／１

　

０．ｌ

　　　　

ｏ．１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検
０．ｏｏｏ２

　　

０．ｏｏｏ２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検
０．ｏｏ５

　　　　

０．ｏｏ５

　

・

　

泥

　

の

　　　　

力｛

　　

・

　　　

髪

　　

ｒ

　

力”【

　　　　　　　

１

　

；１０

の単位は、

　

Ｎｏ．ｌ

　　

ｍＬＩ

　

」，

　　

Ｎｑ３～Ｎｏ．４７［ｍｇ／Ｌ］」， 「Ｎｏ．５１～Ｎｏ．５２［度］」， 「Ｎｏ．２及びＮｏ．



水質検癒表

　　

水道施設名

Ｎｏ

　　　　　　　　　　

項目

令和８年度水質検臓計画

個人宅（岸良・浜地区）

Ｎｏ

　　　　　　　　　

項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ね

　　　

叉

　　　

叉

　　　　　　　　　　　　　

挺準値

　　　　　

勘

　　

′

　　　　

２０２３０１０１～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理由

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　

５

　　

６

　　

７

　　

８

　　

９ ｌｏ

　　

ｌｌ

　　

１２

　　

１

　　

２

　　

３

　　　　　　　　　　

１１５

　　　

１１０

　

３

　

８の

　

大

３

　

カドミウム及びその化合物

　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．００３

　　

０．０００
４

　

水銀及びその化合物

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０００５

　

０．０００１
５

　

セレン及びその化合物

　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２
６

　

鉛及びその化合物

　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００
７

　

ヒ素及びその化合物

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２
８

　

六価クロム化合物

　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０２

　　

０．００
９

　

亜硝酸態窒素

　　　　　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０，０４

　　

０．００８

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０
１２

　

フッ素及びその化合物

　　　　　　　　　

０
１３

　

ホウ素及びその化合物

　　　　　　　　

○
Ｏ

　

１．０

　　　　　　

１．１検査回数を減らすことのできる項目ですが地域性を考慮し安全確認のため１年に４回の検査

　

０．０８

　　　　　　

０．１３過去の最大値が頻度減の①以下のため１年に１回の検蹟（水適法：１回／１年）

　

０．１

　　　　

０．１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０，０００２

　　

０．０００２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３
０．００５

　　　

０．００５未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０．００４

　　　

０．００４未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３
０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
０．００１

　　　

０．ｏｏｌ未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：－回／３
１０年度（３年間）まで１年に４回の検査（水道法：４回／－

下ですが安全を考慮し１年に１ ：ｉ回／３

　

１０

　　　　

２．Ｏ

　

０．８

　　　

０．１６

　

１．０

　　　　

０．２
０．００２

　　

０．０００４
０．０５

　　　

０．０１０
０．０４

　　　

０．００８
０．０２

　　　

０．００４
０．０１

　　　

０．００２
０．０１

　　　

０．００２

：１回／３年）
：１回／３年）

０．０００３

　　　

０．０００３未満
０．００００５

　　

０．００００５未満

　

０．００１

　　　

０，００１未満

　

０，００１

　　　

０．００１未満
０．００１

　　　

０．００１未満

　

０．００２

　　　

０．００２未満

　

０．００４

　　　

０．００４未満

し１年に１回以上の検癒（水道法：１回／３年
し１年に１回以上の検澄（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水適法：１回／３年）
し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）

に基づき省略。

１５

　

１，４‐ジオキサン

　　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０５

　　

０．０１０

　　

０．００５

　　　

０．００５未満過去の最大値が
１６

　

シスー１，２‐ジク加工チレン及びトランス‐１，２－ジクｍｌチしン

　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０４

　　

０．００８

　　

０．００４

　　　

０．００４未満過去の最大値が
１７

　

ジクロロメタン

　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０２

　　

０．００４

　　

０．００２

　　　

０．００２未満過去の最大値が
１８

　

テトラクロロエチレン

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０，００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が
１９

　

トリクロロエチレン

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０．００１

　　　

０．００１未満過去の最大値が，
２０

　

ベルフル紡クタンひね破（ＰＦ節及びベルフル猫柳酸（ＰＦ鯛

　　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　　

０

　　　　　　　　　

０．００００５

　

０．００００１０

　

０．０００００５

　

０．０００００５未満令和８年４月より
２１

　

ベンゼン

　　　　　　　　　　　　　　　　

○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０１

　　

０．００２

　　

０，００１

　　　

０．００１ ・

　

渥

　　　　　

・（

３３

　

亜鉛及びその化合物

　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．０

　　　

０．２０
３４

　

アルミニウム及びその化合物

　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．２

　　　

０．０４
３５

　

鉄及びその化合物

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．３

　　　

０．０６
３６

　

銅及びその化合物

　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．０

　　　

０．２０
３７

　

ナトリウム及びその化合物

　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２００

　　　

４０．０
３８

　

マンガン及びその化合物

　　　　　　　

０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０．０５

　　

０．０１０
３９

　

塩化物イ才ン

　　　　　　　　　　　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　　　　　

２００

　　

－
４０

　

カルシウム、マグネシウム等（硬度） ０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３００

　　　　

６０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　　　　　

０
４２ 陰イオン界面
４３ ジエオスミン
４４

　

２‐メチ′しイン
４５

　

非イオン界面
４６ フェノール類

　　

０．２

　　　

０．
０・００００１

　

０・０００
０・００００１

　

０・０００

　

０．０２

　　

０．

　

０．００５

　　

０．Ｏ

　

し１

　

に１回以上の検査（水道法：１回／３
虚し１年に１回以上の

　

萱（水暢法：ｌ

　

ｑ／３
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３年）
下ですが安全を考慮し１年に１回以上の検査（水道法：１回／３

下のため１年に１回の検査（水・法：ｌｑ／１
いため１年に４回の検査（水道法：４回／１

下で

　

力安全

　　

感しｉ年に１回以上の

　

査（フ

　

柵法：１回／３
きます）

２を超えていない為、水道法施行規則第１
し１年に１国以上の検査（水道法：１回／３

０・ｌｏ

　　　　

ｏ・
０．０２

　　　　

０．

０．１０

　　　　

０．０１末・
２０．ｏ

　　　　　　　

ｉｌ．
０．００５

　　　

０．００１末）

　

０．０２

　　　

０．０２未満過去の最大値が頻度減の②以下ですが
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただ
０．０００００１

　

０．０００００１未満検査回数の減不可のため毎月検査（ただ

　

０．００２

　　　

０．００５未満水源周辺に変化がなく過去の検査結果

　

。・０００５

　　　

ＱＯＯ０５

　

‐

　

、。

　　　　　　　

＜

　　

、

５２

　　

９

　　

９

　　

２４

　　

９

　　

９

　　

２４

　　

９ ９

　　

２４ 目の単位は、 「Ｎｏ．ｉ［／ｍＬ］」， 「Ｎｏ．３～Ｎｏ．４７［ｍｇ／Ｌ］」， 「Ｎｏ．Ｓｉ～Ｎｏ．５２［度１」， 「Ｎｏ．２及びＮｏ．４８～Ｎｏ．５０



肝付町

　

令和８年度

　

浄水検査計画

　　　　　　　　　　

予定日

　　　

４月

　　　　　　

５月

　　　　　　

６月

　　　　　　

７月

　　　　　　

８月

　　　　　　

９月

　　　　　　

１０月

　　　　　

１１月 １２月

　　　　　　

１月

　　　　　　

２月

　　　　　　

３月

　　　　　　

肝付町上水適

　　　　　　

水質基準（５２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水鏡基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基掌（省略不可

　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　

水館整傘（省略不可

　

・

　　

甲羅南諸央
配艶書

　　

目ヂＦｏｓ及びＰＦｏＡ 水篇基準（９項目） 水質基準（９難）”難詰
追
及
加
び器具ｏＡ 水質基準（９項目） 水質基準（９項目） 濯古湯及

加
ぴ襟鎌 水質蒸準（９項目） 水質基準｛９項目）”鴛 搬び園姫 水質基準（９項目） 水質基準（９項目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　

肝付町上水適

　　　　　　

水賃基傘（５２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準｛省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水鑓基淑省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２ｏ２７．ｏ４より

　

２

　　

東高
城
臨
山繋駕火栓

　　

目ヂＦｏｓ及びＰＦＯＡ 水質基準（９項目） 水賞基準（９項目） 選ぶｓ
追懐鴨島 水質基準（９項目） 水質基率（９項目）べ鴛醍加び露呈 水鰹掌（９項目） 水質基準（９項目） 連語滅び駕 水貿基肇◎項目） 水質基軸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む》 城山配水池に変更

　　　　　

肝付町上水適

　　　　　　

水賞慕雄（駿項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基塗（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基戦省略不可

　

３

　　　

醍 麓嵩

　　　

目：ＰＦｏｓ及びＰＦｏＡ 水質基準（９項目） 水震基準（９項目） ”難路綴び襟ｏＡ 水質基準（９項目） 水質基準燈項目）．渡島繋駕語＆ 水舞基準（９項目） 水質基準（９項目） 選ぶ霊び温 水質基準（９項目） 水質基準（９項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　

肝付町上水適

　　　　　　

水貿慕準（５２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質恭蝋省略不可

　

４

　　　

，醇騨
配
霊
水嵩

　　　

目；ｐＦｏｓ及びＰＦｏＡ 水質基準（９項目） 水質蒸準（９項目） ”瀦豊麗闘ｏＡ 水質基準（９項目） 水質基準（９項目） ”難路霊び駕 水質基準（９項目） 水賃墓準（９項目）”難路霊び語＆ 水質基準（９項目） 水質基卿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　

肝付町上水道

　　　　　　

水質基雄（５２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基凱省略不可

　

５

　　

；大室駿器

　　　

自；ＰＦｏｓ及びＰＦｏＡ 水質基雄（９項目） 水質基準燈項目） 逓古霊び綴ｏＡ 水質基準（９項目） 水寅基準（嘱目） 選慰霊擾関。“ 水質基準樽項目） 水質基準（９項目） ”葬撚霊び襟。“ 水質基準（嘱目） 水質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　

肝付町上水適

　　　　　　

水鱒基準（５２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質滋準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質墓準｛省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０２５．０４より

　

６

　　

議 覇業夢プ

　　

目；ＰＦｏｓ及びＰＦｏＡ 水質基雄（９項目） 水賞基準（９項目） ”葬特選慶び駕ｏＡ 水質基準（９項目） 水質基準（９項目） ぷ葛湯及
加
び嘉島 水質基準（９項目） 水質基準（９項目） 連絡離郷襟ｏ 水質基準（９項目） 畑

　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）） 含む“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ら採水地点変更

　　　　　　

肝付町上水適

　　　　　　

水質塞準（５２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水鱒基準（街路不可 水質基準（省略不可

　

７

　　

上北素養腰巻老
池
ン夕．

　

目ヂＦｏｓ及びＰＦｏＡ 水質基準（９項目） 水質基準（９項目）”葬慰
ま
土
加
び謬見Ａ 水質基準（９項目） 水質基準（９項目） 逓鯖雲慶び駕 水質基準（９項目） 水質基準（事項目）”鴛 搬鴨島 水質基準（

　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む》

　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　

肝付町上水適

　　　　　　

水鱒塞率（５２項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準〔省略不可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

水質基準（省略不可 水質基準｛省略不可

　

８

　　　

特金配水池

　　　

目ヂＦｏｓ及びＰＦＯＡ ＊箇立繍ぬ価臼・ 水質基軸項目）べ蹴 霊び部長 蟻雄噸目） ＊三三キー頃目） 逓慰霊
加謬見 だ三＊頃目） 水質基準（９項目） 選盟触ぴ駕 ｋ箇；二 紺

　

水質基準（９項目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　

肝付町上水道

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

貰…門÷；；＝：ｑｌ

　　　　　　

肝付町上水適

　　　　　

凧

　　　

Ｍ－

　　　　　　　　　　　　　　　

水蔓三一，“三ｐリ

　　　　　　　　　　　　　　　

ネ三三寧像職↑ｑｌ 水密鵡竺愛吟小ｐリ
１０

　　　

塙 龍池

　　　

目秤ｏＳ及びＰＦ０Ａ ホ買恭寧ｗ旧ｉ

　

水賃基掌（９項自ら 繭 最奪ｉ。Ａ 水質基準（９項目） ★－－・項目） 藻↓溌び；＆ 水質基準（９項目） 水蚕聾噌日ノ 【ご；綴れ 的 ホ質鱗ｗ唄日」 水貿基準（９項目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

含む））

水質基準（５２項目：ＰＦＯＳ及び
ＰＦＯＡ含む） ｌｏ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ｌｏ

水質基準（省略不可能十追加項目
＋（ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ含む）） ０ ０ ０ ｌｏ ０ ０ ｌｏ ０ ・

　　　　

０ ｌｏ ０ ０ ３０

水質基準（９項目） ０ ｌｏ ｌｏ ０ ｌｏ ｌｏ ０ ｌｏ ｌｏ ０ ｌｏ ｌｏ ８０



肝付町

　

令和８年度

　

原水検査計画

予定日
レバ；」レ

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 １１月 １２月 す月 ２月 ３月 備考

Ｉ
第１水源地

レバ；」レ

　

３ ジア（原水）

　　　

指標曲

　　　

指標菌
クリプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　　

＋

　　　

指標菌

　　　

指揮菌

　　　

指標菌 ジア（原水） 水質基準馳項自律牛ＯＳ

　

及びＰＦＯＡ含む、）

　　

十路線菌
指標甜

ク１ｊプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　　

＋

　　　

指標陶
指標菌

　　　

指標菌

２
第５水源地

　

３ ジア（原水）

　　　

指標菌

　　　

福掘菌
クリプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　　　

指標菌

　　　

指標菌

　　　

指標菌
クリプトスボ１ｊジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　

縦閉

水貿蹴項目㈱

　

及びＰＦＯＡ富む“
十湖

　

細菌
クリプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　　　

指標菌

　　　

指標曲

　　　

指標菌 ２０２３．０７より
検査頻度変更

３

　　　

肝付町上水道

　

肝付町前田字寒水山８５４

　　　　

第３水源地

　

Ｉ

　　　

指標菌

　　　

指標強
水質恭準４０項目（ＰＩ：ＯＳ

　

及びＰＦＯＡ含む）

　

＋搬嬢

　　　

指標菌

４

　　　

肝付町上水道

　

肝付町後由字鵬波１５２０‐３

　　　　

第４水源地

　

Ｉ 指標菌

　　　

指標菌
水質義準４０項目夢買お

　

及びＰＦＯＡ含む）

　　

十指様菌

　　　　　　　　

ー

　　　

指標幽

５

　　　

肝付町上水道

　

肝付町新富字慾宗寺牧字

　　　　　　

５９１４－１

　　　　

第８水源地

　

Ｉ 指標酸

　　　

指標薗
氷嚢基準輯項目榊ＦＯＳ

　

及びＰＦＯＡ含む）

　　

十猪様幽
指標憩

６

　　　

肝付町上水道

　

肝付町後田字小牧４６００‐１

　　　　

第７水源地

　

Ｉ 指標歯 指構図
水質義雄綿項目｛嘗めＳ

　

及びＰＦＯ大倉む）

　　

＋掬回機圏

　　　

指標蘭

７

　　　

肝付町上水道

　

肝付町冨山掌上辻４９５－２

　　　　

富山水源地

　

Ｉ

　　　

指標菌 指掘菌
水蜜基準４０項目（畔もＳ

　

及びＰＦＯＡ含む）

　

＋搬幽

　　　　　　　

・

　　　

指標菌

８

　　　

肝付町上水道

　　

肝付町北方１林班３１

　　　　

小串水源地

　

４ ジア（原水）

　

＋
描掘菌

　　　

指標菌

　　　

指標菌
クリプトスポリジウム、ジアル

指標菌

　　　

指標朝
クーｊプトスポ１」ジウム、ジアル水質基準翰項目桝ＦＯＳ

　

及びＰＦＯＡ含む）

　　

ヰ婚概薗

　　　

指標菌
ク１ｊブトスボリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　　

＋

　　　

指標菌
指標菌

　　　

指標菌

９

　　　

肝付町上水道

　　

肝付町北方２３４９４

　　　　

水尻水源地

　

４
ク１ｊプトスボリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　　　

指標菌

　　　

指標菌

　　　

指標菌
クリプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　　　

指標幽

　　　

指標菌

　　　

指標菌
ク１ｊプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　　　

指標甜

水質速準４０項目（ＰＦ：ＯＳ

　

及びＰＦＯＡ含む）

　　

十鞠概醸
指標菌

クリプトスポ…」ジウム、ジアル
細菌

　　　

指標菌

ｌｏ

　　　

肝付町上水道

　　　

肝付町北方９１８一

　　　　

上北水源地

　

Ｉ

　　　

福裾菌

　　　

指標菌
水質速準４０項目（Ｐｆ：ＯＳ

　

及びＰＦＯＡ含む）

　

＋締薗

　　　　　　　　

ー

　　　

指擬囲

１１

　　　

肝付町上水道

　　　

肝付町南方７７８一

　　　　

特金水源地

　

Ｉ

　　　

指標図

　　　

指標菌
水質逮準仲項目伊ＰＯＳ

　

数びＰＦＯＡ含む）

　　

十指様薗
指標菌

１２

　　　

肝付町上水道

　

肝付町岸良字荒田３５林班３３

　　　　

船間水源地

　

４
指標菌

　　　

指擢醸

　　　

指標菌
細菌

　　　

指標菌

　

細菌
細菌

氷篇建独特項目企貿殆

　

及びＰＦＯＡ含む）十縦

　　　

指標菌
クリプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　　　

指標菌

　　　

指標悶 指標菌

１３
序良水源地

　

３
指標菌

　　　

指標菌

　　　

指標菌
クリプトスポリジウム、ジアル

　　

ジア（原水）

　　

＋

　　　

指標菌

　　　

指標図

　　　

指標菌
クリプトスポリジウム、ジアル水鏡基準４０項目（ＰＦＯＳ

　

及仰ぬぬ）

　

＋搬醸

　　　

指掘菌 ジア（原水）

　　　

指標菌

　　　

指標菌 ２０２２．０４より
検査頻度変更

水質基準（４０項目）（ＰＦＯＳ及び
ＰＦＯＡ含む）

　　　　　

０

　　　　　

０

　　　　　

０

　　　　　

０

　　　　　

０

　　　　

０

　　　　

０

　　　　　　　

１３

　　　　　

０

　　　　　

０

　　　　

０

　　　　　

０

　　　　　　　

１３

指標菌

　　　　　

６

　　　　　　

１３

　　　　

６

　　　　

６

　　　　　　　

１３

　　　　

６

　　　　

６

　　　　　　　

１３

　　　　

６

　　　　

６

　　　　　　　

１３

　　　　

６

　　　　　　　

ｌｏｏ

クリプトスポリジウム‐ジアルジア

　　　　　

６

　　　　

０

　　　　

０

　　　　

６

　　　　

０

　　　　

０

　　　　

６

　　　　　

０

　　　　

０

　　　　

６

　　　　

０

　　　　

０

　　　　　　　　

２４


